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（公募の場合）
応募要件

前年度補助事業
の主な実施概要

防火防災に関する各種訓練（放水訓練・避難訓練・救急講習・火災想定訓練・規律訓練）および器具の点検・整備

補助金交付
による効果

島には，消防局の消防隊が常駐しておらず，消防団についても，住民の大半が漁業で
生計を立てている実態から，その主たる団員である男性のほとんどが漁に出て不在と
なる時間帯がある。その間は，自治体による消防体制が機能しない状況である。しか
し，補助金交付により，継続的に訓練を行っている女性防火クラブ員が火災等の災害
発生時には主体となり，消火活動等が行える体制を維持している。
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小呂女性自衛消防隊防火クラブ 区分 その他の補助金

交付対象経費及び
補助金の算定方法

等
　□　定額

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
（１）事業費（２）被服費（３）人件費（４）事務費（５）通信交通費（６）その他経費
算定方法については，事業計画および収支計画に基づく積上げ。

交　付　先 □　団体

       補助金調書

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

当該年度 前年度 前々年度 前々々年度

担当課
（連絡先）

消防局予防部予防課
（ＴＥＬ725-6611）

1

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではあり
ません。また、当該年度は当初予算額を記載しております。

（公募の場合）
公募時期

補助金の目的
及び

補助対象事業

経過年数

小呂島における火災を予防し，警戒し，火災が発生した場合には消火活動を行い，そ
の他地震等の災害が発生した場合においては，必要な活動を行うことを目的とする。
補助対象事業
（１）火災予防思想の普及・啓発（2）消防機関との連絡協調（３）初期消火等，消防訓練
の実施（４）応急処置の習得

補助開始年度

114

交付先決定方法 　　□　非公募

114

補助金名 小呂女性自衛消防隊防火クラブ事業

114

昭和49 39年度 年度

114
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